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第 6期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（原案）に係る 

パブリックコメントの結果について 

 

 

【意見募集結果】 

 

 

【意見等の内容】 

市民の意見の概要 件数 意見に対する帯広市の考え方 

 

介護報酬の引き下げに反対です。引き上げ

ることを要請します。 

1 

【その他】 

介護報酬は、厚生労働大臣が社会保障審議

会介護給付費分科会の意見を聴いて定めら

れるものであり、市において個別に変更でき

るものではありません。 

しかしながら、介護従事者等の処遇の適正

化等のため、必要に応じて国に要望していき

ます。 

 

 

 

 

 

案 件 名 第六期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（原案） 

募 集 期 間 平成 27年 1月 9日（金）～ 平成 27年 2月 9日（月） 

意 見 の 件 数  

（意見提出者数） 
  11件（    10人） 

意 見 の取 り扱 い  

修正 案を修正するもの 件 

既記載 既に案に盛り込んでいるもの 4件 

参考 今後の参考とするもの 件 

その他 意見として伺ったもの 7件 

意 見 の受 け取 り  

持参 人 

郵送 1人 

ファクス 9人 

電子メール 人 

資料Ａ 
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市民の意見の概要 件数 意見に対する帯広市の考え方 

 

今回の介護報酬などの改定や要支援のサ

ービスの制限は、少ない年金でようやく生活

している人に追い打ちをかけるものだと思

う。 

今、介護を支えている介護スタッフや事業

所にとっても、今後サービスを続けられなく

なってしまう可能性もある。 

1 

【その他】 

介護報酬は、厚生労働大臣が社会保障審議

会介護給付費分科会の意見を聴いて定めら

れるものであり、市において個別に変更でき

るものではありません。 

 しかしながら、介護従事者等の処遇の適正

化等のため、必要に応じて国に要望していき

ます。 

 また、予防給付のうちの訪問介護と通所介

護の地域支援事業移行に向けた検討の際に

は、本市の実情に応じた、住民を含め多様な

主体の取組による効果的かつ効率的なサー

ビスの提供を検討する一方、現行の予防給付

の訪問介護と通所介護相当の介護サービス

を必要とする方が、地域支援事業へ移行した

後も適切なサービスを受けることができる

ように配慮します。 

 

自宅で生活したいと思う人達が、在宅で生

活するためには、人材不足という課題がある

のではないでしょうか。 

1 

【既記載】 

計画では、「介護サービスを必要とする要

介護認定者等が安定して質の高いサービス

を継続して受けられるように介護人材の確

保及び育成を促進します。」のほか、「介護人

材の育成に向けた専門学校などへの働きか

けのほか、小中学生を対象とした介護体験や

施設見学を実施するなど、介護に関する理解

を深める取組を行うこと。」また、「長く継続

して働きやすい職場環境となるよう、介護職

員の負担軽減に関する取組や雇用確保の支

援、介護事業者による介護職員の処遇改善の

取組を促進します。」との内容で記載してい

ます。 

 

居宅で生活している方々が困窮してきて

いる。 

人材不足もあり、訪問介護で働く専門職を

希望する方が減っていることもあり、地域包

括ケアの主体である住み慣れた地域で、自宅

で生活を続けていきたいと願っている高齢

者の方々の希望に沿って介護保険が続けて

いけるのか不安です。 

1 

【既記載】 

 本市においても、高齢者人口は増え続け、

介護ニーズ、医療ニーズが高まる後期高齢者

数も増えることが見込まれる中、高齢者の方

が住み慣れた地域で生活を続けられるよう

に、介護サービスの充実はもちろんのこと、

生活支援サービスの充実も大切であると考

えます。 

また、計画では、「介護サービスを必要と

する要介護認定者等が安定して質の高いサ

ービスを継続して受けられるように介護人

材の確保及び育成を促進します。」と記載し

ています。 
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市民の意見の概要 件数 意見に対する帯広市の考え方 

 

町内に住む高齢者の住民からの要望が強

いショートステイ等の施設や、気楽に通うこ

とのできるデイサービス施設を整備してい

ただきたいと思います。また、高齢者が生き

がいを持って元気に生活が送れるような地

域交流や社会参加できる環境づくりへの支

援を希望します。 

そして、在宅で受けられる多様なサービス

の充実を強くお願いするところであります。 

なお、積極的に各種団体やボランティアグ

ループ等と連携協力して「高齢者が住み続け

られる地域づくり」に協力していきたいと考

えておりますので、ぜひ帯広市の支援を宜し

くお願い申し上げます。 

1 

【既記載】 

計画における施設整備については、小規

模特別養護老人ホームやグループホーム

の整備のほか、在宅での生活を支援するた

め小規模多機能型居宅介護などの整備も

行う予定です。 

また、施設整備だけではなく、高齢者の

方が住み慣れた地域で生活を続けられるよ

うに、介護サービスの充実はもちろんのこ

と、介護予防や社会参加の観点から高齢者の

方自身が生活支援の担い手となっていただ

けるようボランティアの養成等について、計

画において記載しています。 

 

今回の介護保険改正について、現在利用し

ている人、これから利用する人は大変困って

います。特に要支援の利用者からは、不安の

声しか聞こえません。できることなら、サー

ビスが必要な方はこれからも平等にサービ

スを受けられるよう。そして、負担もあまり

変わらない費用で利用が続けられれば安心

して在宅の生活が送れるのではと思います。 

1 

【その他】 

予防給付のうちの訪問介護と通所介護の

地域支援事業移行に向けた検討の際には、本

市の実情に応じた、住民を含め多様な主体の

取組による効果的かつ効率的なサービスの

提供を検討する一方、現行の予防給付の訪問

介護と通所介護相当の介護サービスを必要

とする方が、地域支援事業へ移行した後も適

切なサービスを受けることができるように

配慮します。 

 また、多様な主体によるサービスを必要と

している方にはそれらサービスを受けるこ

とができるように、費用負担も考慮しつつ検

討していきます。 

 

要支援の人の切りすてに関し、ボランティ

アなども利用できるとなってくるが、サービ

スはその人にとって必要だから使ってもら

っているし、環境を変えるなどは、認知症の

利用者さんだけでなく、慣れしたしんだ場所

が誰でも良いはずであり、安心して生活して

いける支援にはほど遠くなる状況になると

思います。 

極力利用者さんに負担にならないような

制度にお願いしたいです。 
1 

【その他】 

予防給付のうちの訪問介護と通所介護の

地域支援事業移行に向けた検討の際には、本

市の実情に応じた、住民を含め多様な主体の

取組による効果的かつ効率的なサービスの

提供を検討する一方、現行の予防給付の訪問

介護と通所介護相当の介護サービスを必要

とする方が、地域支援事業へ移行した後も適

切なサービスを受けることができるように

配慮します。 

また、多様な主体によるサービスを必要と

している方にはそれらサービスを受けるこ

とができるように検討し、住み慣れた地域で

安心して生活できるように、生活支援体制の

構築もあわせて検討していきます。 
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市民の意見の概要 件数 意見に対する帯広市の考え方 

 

要支援認定の方々を介護保険給付から外

すことで、適切な支援を受けられなくなり、

結果、要介護状態の方が増えていく、という

ことにはならないでしょうか。 

住み慣れた地域、我が家でずっと暮らして

いきたいと強く願って、決して多いとは言え

ない年金などをやりくりし、一生懸命に生活

しています。サービスを使って、おんぶにだ

っこでなく、ご自身でできることは頑張り、

していらっしゃいます。 

1 

【その他】 

予防給付のうちの訪問介護と通所介護の

地域支援事業移行に向けた検討の際には、本

市の実情に応じた、住民を含め多様な主体の

取組による効果的かつ効率的なサービスの

提供を検討する一方、現行の予防給付の訪問

介護と通所介護相当の介護サービスを必要

とする方が、地域支援事業へ移行した後も適

切なサービスを受けることができるように

配慮します。 

また、ご自身による取組である自助のほ

か、高齢者自身が自己の能力を活かした生活

支援の担い手となることで、生活支援を必要

とされている方を支えるだけではなく、担い

手自身の介護予防となるという観点から、互

助の充実を図ります。 

 

 

平成 27 年 4 月から介護保険料が上がり、

介護保険を利用している人、していない人に

とっても、重い負担となります。 

また、中には、介護保険申請もせず亡くな

られる方もおられるようです。どうか高齢者

の皆さんによってよりよい制度になること

を願っています。 

 
1 

【その他】 

介護保険料につきましては、3年毎に策定

される介護保険事業計画に基づき、3年間の

介護保険事業費用の見込額等の推計から決

定しています。 

本市においては、高齢者の方の所得に応じ

た、より適切な保険料額となるように、国が

定める保険料段階よりも細かく段階を細分

化します。 

また、所得のより少ない段階の方へは、別

途公費による軽減を実施し、負担の軽減を図

ります。 

介護保険制度についても、市民が必要とす

る介護サービスを適切に利用できるように

するための取組を引き続き進めます。 

 

 

介護ヘルパー・看護師の絶対数は不足して

いる。事業所に於いては職員体制が整ってい

ないため利用者の募集ができない。介護職員

の確保も喫緊の課題である。小中学生に高齢

化の現状とヘルパー職の遣り甲斐のある仕

事を教育し理解してもらうことが必要です。

もしかしたら、素直に受け止められる幼稚園

時代からの教育が必要でないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

【既記載】 

計画では、「介護人材の育成に向けた専門

学校などへの働きかけのほか、小中学生を対

象とした介護体験や施設見学を実施するな

ど、介護に関する理解を深める取組を行うこ

と。」との内容で記載しています。 

幼稚園時代からの教育の必要性について

は、取組実施までに検討します。 
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市民の意見の概要 件数 意見に対する帯広市の考え方 

 

現状では、老健施設には空きベッド・空室

があり帯広地区では充足していると思いま

す。計画の老健移転増床 46名は不必要。 

いずれ訪れる高齢者人口の減少に伴い介

護施設は不要になってくること、地域の人々

が支える仕組みを作ることでグループホー

ム等の介護施設も当初計画よりも少なくて

済むことも予測できます。 

特別養護老人ホームの入所が原則要介護 3

以上となったことに伴い、要介護 1・2 の方

はグループホーム・サービス付き高齢者向け

住宅・特定施設となると思われます。サービ

ス付き高齢者向け住宅は開設規制がなく財

政負担が多くなることが想定されます。要介

護度に対する介護給付費を比較するのであ

ればグループホームやサービス付き高齢者

向け住宅より特定施設を進めた方が一人当

たりの財政負担は少なくなりますのでご検

証ください。 

1 

【その他】 

施設整備については、特別養護老人ホーム

の原則要介護３以上の入所や各施設の待機

者の現状を踏まえ、一定程度の待機者解消を

図ることができるように整備数を計画して

います。 

 また、施設整備だけではなく、高齢者の方

が住み慣れた地域で生活を続けられるよう

に、介護サービスの充実はもちろんのこと、

多様なサービスを必要としている方にはそ

れらサービスを受けることができるように、

生活支援体制の構築もあわせて検討してい

きます。 

 

 


